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上北地域県民局地域農林水産部十和田家畜保健衛生所    0176-23-6235 (FAX 0176-23-3044) 

上十三地区家畜衛生推進協議会                        0176-25-2362 (FAX 0176-24-3888) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PED は糞便中に排出されたウイルスが直接的又は間接的に経口感染することで伝播し、

病原体の農場への侵入は、感染豚の導入、感染豚の糞便に汚染された人、車両及び物品の

持ち込み等によって起こると考えられています。 

 
・母豚へのワクチン接種 
・導入元の衛生状況確認 
・導入豚の一時隔離・観察 
・と畜場での交差汚染防止 

  など 
 
 
 
 

PEDワクチンの接種率低下が続くと、全国的な抗体価(PEDへの 

抵抗力)の低下をまねき、急激な発生を引き起こす可能性が高くな

ります。 

抵抗力を維持するため、積極的なワクチン接種を行いましょう。 

 

 

異状を感じた場合はすみやかに家畜保健衛生所まで通報を！ 

裏面に青森県のイノシシ情報があります！ 

上北地域県民局地域農林水産部 十和田家畜保健衛生所 

平日：０１７６－２３－６２３５   夜間 ・休日：０９０－６４５３－７０２３ 

農場にウイルスを侵入させないよう飼養衛生管理を徹底してください。 

 
疑い 

 

 

 
確認中 

 

 

やだぁ 



令和元年度におけるイノシシの出没情報 

                      （R2.2.17 時点） 

No. 年月日 市町村 地区 

目撃 

頭数 

種別 

1 6 月 13 日 弘前市 乳井地区 1 自動撮影 

2 7 月 4 日 平川市 新館地区 1 自動撮影 

3 12 月 8 日 平川市 広船地区 1 目視（足跡、糞のみ） 

4 1 月 21 日 五戸町 扇田地区 1 目視 

5 1 月 29 日 十和田市 奥瀬地区 1 目視（個人携帯撮影） 

6 2 月 16 日 中泊町 今泉地区 1 目視 

 

 


